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２ 地域福祉の推進とは?

地域福祉とは、わたしたちが
日々快適に安心して暮らしていく
ために、その地域で抱えている課
題や問題を解決していくことです。

たとえば、

・近所にひとり暮らしのお年より
がいるけれど、外出もしないの
で心配だ

・子育ての不安を聞いてほしい、
相談したい

・町内の道がでこぼこしていてみ
んなが歩きにくい

といったことについて、住民がみ
んなで解決に向けて考え、自分に
できる活動をしていくことが地域
福祉の推進といえます。

自分達が暮らす地域にはい
ろんな人が暮らしています。
おとなも、子どもも、お年よ
りも、障害がある人もない人
も、みんなが暮らしやすいま

ちになるように、支えあい助けあう
地域をつくっていくために人の思い
と力をつなげ、生かしていく団体と
して社協は活動しています。
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１ 社会福祉協議会(社協)とは?

社会福祉協議会は、社会福祉法に基づ
いて、全国の市区町村に設置されている民
間団体（社会福祉法人）です。
社協は住民のみなさんとともに、ボラン

ティア活動や在宅福祉サービスなど、地域
福祉の推進に関する各種の事業を行ってい
ます。
また尼崎市社協では、住民のみなさんの

最も身近な窓口として６地区にむすぶグ
ループを置き、
困りごとの相談
や地域実情に沿
った地域推進活
動を展開してい
ます。

ホームページ http://amasyakyo.jp/

「尼崎市社会福祉協議会」
で検索、
またはQRコードからご覧
ください。

尼崎市社協会館
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社会福祉法人

尼崎市社会福祉協議会
〒660-0828 尼 崎 市 東 大 物 町 １ 丁 目１-２
電話 ( 0 6 ) 6 4 8 9 - 3 5 5 0 F A X ( 0 6 ) 6 4 8 9 - 3 5 2 6

■阪神電鉄

「大物駅」下車 北へ徒歩５分

■阪神バス（阪神線）

「社協会館」下車 南へ徒歩１分

■阪神バス

「稲川橋」下車 南西へ徒歩２分

「誰かの役に立ちたい」という思いを寄付で社協にお寄せください。一般寄付だけでなく遺産
の一部又は全部による遺贈寄付の制度もあり、税制優遇の対象となります。

★ 詳細は運営グループ・企画グループまでお気軽にお問い合わせください。

会員の種別

※口数に制限はありません

社協活動を支援してくださる賛助会員の方を随時募集しております。

● 個人会員 年額 １口 ２,０００円 ● 団体会員 年額 １口 １０,０００円
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みんなで支えあい助けあう地域づくり支 助


